
県 章

目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

6 三重県病院事業庁職員服務規程の一部を改正する管理規程 ( 病 院 事 業 庁 )

病院事業庁管理規程

人事委・教育委規則

令和8年5月29日

号　外三重県公報
(金)

人 事 委 規 則

3

三重県人事委員会規則13-2（職員の勤務時間、休暇等に関する規則）の一部
を改正する規則

( 人 事 委 員 会 ) 2

( 企 業 庁 )

訓 令

5 三重県企業庁会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規
程の一部を改正する管理規程

4 会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改
正する訓令

( 人 事 課 ) 6

6 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

5

4

企業庁管理規程

(人事委員会・教育
委員会)

令和8年5月29日 三　重　県　公　報 号　　外

1



 

人 事 委 規 則 

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

し ま す 。  

  令 和 八 年 五 月 二 十 九 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 別 休 暇 ）  （ 特 別 休 暇 ）  

第 十 一 条  条 例 第 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該 各

号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

第 十 一 条  条 例 第 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該 各

号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

二 の 二  職 員 又 は 配 偶 者 そ の 他 人 事 委 員 会 が 定 め る

者 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 配 偶 者 等 」 と い う 。 ） が

刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 三

百 十 六 条 の 三 十 三 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 罪 に 係 る 行

為 に よ る 被 害 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 犯 罪 被 害 」 と

い う 。 ） を 受 け た こ と に よ り 、 職 員 が 次 の い ず れ か

に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 で 、 勤 務 し な い こ と が

や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合  そ の 都 度 必 要 な

期 間 （ ロ の 場 合 に あ っ て は 一 の 犯 罪 被 害 に つ い て 五

日 、 ハ の 場 合 に あ っ て は 一 の 犯 罪 被 害 に つ い て 五 日

（ 看 護 を 要 す る 配 偶 者 等 が 二 人 以 上 の 場 合 に あ っ

て は 、 十 日 ） を 限 度 と す る 。 ）  

 

イ  犯 罪 捜 査 へ の 協 力 、 刑 事 訴 訟 手 続 、 犯 罪 被 害 を

受 け た 者 の 支 援 に 係 る 制 度 の 利 用 そ の 他 人 事 委 員

会 が 定 め る 行 為 を 行 う と き 。  

 

ロ  心 身 の 故 障 に よ り 勤 務 が 著 し く 困 難 で あ る と

き 。  

 

ハ  犯 罪 被 害 を 受 け た 配 偶 者 等 の 傷 病 等 に 伴 う 入 院

の 付 添 い 等 を 行 う と き 。  

 

三 ～ 二 十 三  （ 略 ）  三 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

（ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  （ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  

第 十 三 条  （ 略 ）  第 十 三 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 年 次 有 給 休 暇 並 び に 第 十

一 条 第 二 号 の 二 （ イ に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 、 第 四 号 、

第 五 号 の 二 、 第 七 号 、 第 九 号 、 第 十 号 、 第 十 一 号 及 び

第 十 二 号 の 休 暇 の 残 日 数 の 全 て を 使 用 し よ う と す る

場 合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 一 時 間 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 当 該 残 日 数 の 全 て を 使 用 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 年 次 有 給 休 暇 並 び に 第 十

一 条 第 四 号 、 第 五 号 の 二 、 第 七 号 、 第 九 号 、 第 十 号 、

第 十 一 号 及 び 第 十 二 号 の 休 暇 の 残 日 数 の 全 て を 使 用

し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 一 時 間 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 当 該 残 日 数 の 全 て を 使 用 す る こ

と が で き る 。  

３ ～ ７  （ 略 ）  ３ ～ ７  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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     規 則 

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 八 年 五 月 二 十 九 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

                         三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   長   﨑   禎   和    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 六 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

   公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年            第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 別 休 暇 ）  （ 特 別 休 暇 ）  

第 十 二 条  条 例 第 十 五 条 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る

期 間 と す る 。  

第 十 二 条  条 例 第 十 五 条 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る

期 間 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

二 の 二  職 員 又 は 配 偶 者 そ の 他 県 委 員 会 が 人 事 委 員

会 と 協 議 し て 定 め る 者 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 配 偶

者 等 」 と い う 。 ） が 刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律

第 百 三 十 一 号 ） 第 三 百 十 六 条 の 三 十 三 第 一 項 各 号 に

掲 げ る 罪 に 係 る 行 為 に よ る 被 害 （ 以 下 こ の 号 に お い

て 「 犯 罪 被 害 」 と い う 。 ） を 受 け た こ と に よ り 、 職

員 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 で 、

勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合  

 そ の 都 度 必 要 な 期 間 （ ロ の 場 合 に あ っ て は 一 の 犯

罪 被 害 に つ い て 五 日 、 ハ の 場 合 に あ っ て は 一 の 犯 罪

被 害 に つ い て 五 日 （ 看 護 を 要 す る 配 偶 者 等 が 二 人 以

)上 の 場 合 に あ っ て は 、 十 日 を 限 度 と す る 。 ）  

 

イ  犯 罪 捜 査 へ の 協 力 、 刑 事 訴 訟 手 続 、 犯 罪 被 害 を

受 け た 者 の 支 援 に 係 る 制 度 の 利 用 そ の 他 県 委 員 会

が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 行 為 を 行 う と き 。  

 

ロ  心 身 の 故 障 に よ り 勤 務 が 著 し く 困 難 で あ る と

き 。  

 

ハ  犯 罪 被 害 を 受 け た 配 偶 者 等 の 傷 病 等 に 伴 う 入 院

の 付 添 い 等 を 行 う と き 。  

 

 三 ～ 三 十 四  （ 略 ）   三 ～ 三 十 四  （ 略 ）  

（ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）   （ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  

第 十 五 条  （ 略 ）  第 十 五 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 年 次 有 給 休 暇 並 び に 第 十

二 条 第 二 号 の 二 （ イ に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 、 第 八 号 、

第 九 号 の 二 、 第 十 一 号 、 第 十 三 号 、 第 十 四 号 、 第 十 五

号 及 び 第 十 六 号 の 休 暇 の 残 日 数 の 全 て を 使 用 し よ う

と す る 場 合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 一 時 間 未 満 の 端 数

が あ る と き は 、 当 該 残 日 数 の 全 て を 使 用 す る こ と が で
２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 年 次 有 給 休 暇 並 び に 第 十

二 条 第 八 号 、 第 九 号 の 二 、 第 十 一 号 、 第 十 三 号 、 第 十

四 号 、 第 十 五 号 及 び 第 十 六 号 の 休 暇 の 残 日 数 の 全 て を

使 用 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 一 時 間

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 当 該 残 日 数 の 全 て を 使 用 す

る こ と が で き る 。  

人 事 委 
教 育 委 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
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き る 。  

３ ～ ８  （ 略 ）  ３ ～ ８  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

三 重 県 企 業 庁 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 用 、 勤 務 条 件 及 び 身 分 取 扱 い に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ

こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 五 月 二 十 九 日  

三 重 県 企 業 庁 長   生   川   哲   也  

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号  

三 重 県 企 業 庁 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 用 、 勤 務 条 件 及 び 身 分 取 扱 い に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 用 、 勤 務 条 件 及 び 身 分 取 扱 い に 関 す る 規 程 （ 令 和 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規

程 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表第 6（第 11 条関係） 別表第 6（第 11 条関係） 

 区分 事由 期間   区分 事由 期間  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 
官 公 署 出

頭 

（略） （略） 
  

官公署出

頭 

（略） （略） 
 

 

犯 罪 被 害

職 員 等 支

援 

会計年度任用職員（庁長が

別に定める者に限る。）又

は配偶者その他庁長が定

める者（以下「配偶者等」

という。)が刑事訴訟法(昭

和 23 年法律第 131 号)第

316 条の 33 第 1 項各号に

掲げる罪に係る行為によ

る被害(以下「犯罪被害」

という。)を受けたことに

より、会計年度任用職員が

次のいずれかに該当する

こととなった場合で、その

勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合 

イ 犯罪捜査への協力、刑

事訴訟手続、犯罪被害を

受けた者の支援に係る

制度の利用その他庁長

が定める行為を行うと

き 

ロ 心身の故障により勤

務が著しく困難である

とき 

ハ 犯罪被害を受けた配 

必要と認められる

期間（ロの場合にあ

っては一の犯罪被

害について 5 日、ハ

の場合にあっては

一の犯罪被害につ

いて 5 日（看護を要

する配偶者等が 2 人

以上の場合にあっ

ては 10 日）（勤務

日ごとの勤務時間

の時間数が同一で

ない会計年度任用

職員にあっては、そ

の者の勤務時間を

考慮し、庁長が別に

定める時間）の範囲

内の期間） 
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 偶者等の傷病等に伴う

入院の付添い等を行う

とき 

 

  

   

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 八 年 五 月 二 十 九 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   野   口   慎   次    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 六 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 別 休 暇 ）  

第 二 十 三 条  特 別 休 暇 は 、 選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出 産 、

交 通 機 関 の 事 故 そ の 他 の 特 別 の 事 由 に よ り 病 院 事 業

職 員 が 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る 場 合 と し て 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 休 暇 と し 、 そ の 期 間 は 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

二 の 二  病 院 事 業 職 員 又 は 配 偶 者 そ の 他 事 業 庁 長 が

定 め る 者 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 配 偶 者 等 」 と い う 。 ）

が 刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第

三 百 十 六 条 の 三 十 三 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 罪 に 係 る

行 為 に よ る 被 害 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 犯 罪 被 害 」

と い う 。 ） を 受 け た こ と に よ り 、 病 院 事 業 職 員 が 次

の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 で 、 勤 務 し

な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合  そ の

都 度 必 要 な 期 間 （ ロ の 場 合 に あ っ て は 一 の 犯 罪 被 害

に つ い て 五 日 、 ハ の 場 合 に あ っ て は 一 の 犯 罪 被 害 に

つ い て 五 日 （ 看 護 を 要 す る 配 偶 者 等 が 二 人 以 上 の 場

合 に あ っ て は 、 十 日 ） を 限 度 と す る 。 ）  

イ  犯 罪 捜 査 へ の 協 力 、 刑 事 訴 訟 手 続 、 犯 罪 被 害 を

受 け た 者 の 支 援 に 係 る 制 度 の 利 用 そ の 他 事 業 庁

長 が 定 め る 行 為 を 行 う と き 。  

ロ  心 身 の 故 障 に よ り 勤 務 が 著 し く 困 難 で あ る と

き 。  

ハ  犯 罪 被 害 を 受 け た 配 偶 者 等 の 傷 病 等 に 伴 う 入

院 の 付 添 い 等 を 行 う と き 。  

三 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

（ 特 別 休 暇 ）  

第 二 十 三 条  特 別 休 暇 は 、 選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出 産 、

交 通 機 関 の 事 故 そ の 他 の 特 別 の 事 由 に よ り 病 院 事 業

職 員 が 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る 場 合 と し て 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 休 暇 と し 、 そ の 期 間 は 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

（ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  

第 二 十 六 条  （ 略 ）  

（ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  

第 二 十 六 条  （ 略 ）  
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２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 年 次 有 給 休 暇 並 び に 第 二

十 三 条 第 二 号 の 二 （ イ に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 、 第 四 号 、

第 五 号 の 二 、 第 七 号 、 第 九 号 、 第 十 号 、 第 十 一 号 及 び

第 十 二 号 の 休 暇 の 残 日 数 の 全 て を 使 用 し よ う と す る

場 合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 一 時 間 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 当 該 残 日 数 の 全 て を 使 用 す る こ と が で き る 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 年 次 有 給 休 暇 並 び に 第 二

十 三 条 第 四 号 、 第 五 号 の 二 、 第 七 号 、 第 九 号 、 第 十 号 、

第 十 一 号 及 び 第 十 二 号 の 休 暇 の 残 日 数 の 全 て を 使 用

し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 一 時 間 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 当 該 残 日 数 の 全 て を 使 用 す る こ

と が で き る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

訓 令 

 

三重県訓令第 4号 

庁 中 一 般  

地 域 機 関  

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和 8 年 5 月 29 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改正する訓令 

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程（令和元年三重県訓令第 2 号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表第 6（第 11 条関係） 別表第 6（第 11 条関係） 

 区分 事由 期間   区分 事由 期間  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 
官 公 署 出

頭 

（略） （略） 
  

官公署出

頭 

（略） （略） 
 

 

犯 罪 被 害

職 員 等 支

援 

会計年度任用職員（総務部

長が別に定める者に限

る。）又は配偶者その他総

務部長が定める者（以下

「配偶者等」という。)が

刑事訴訟法(昭和 23 年法

律第 131 号)第 316 条の 33

第 1 項各号に掲げる罪に

係る行為による被害(以下

「犯罪被害」という。)を

受けたことにより、会計年

度任用職員が次のいずれ

かに該当することとなっ

た場合で、その勤務しない

ことがやむを得ないと認

められる場合 

イ 犯罪捜査への協力、刑

事訴訟手続、犯罪被害を

受けた者の支援に係る

制度の利用その他総務 

必要と認められる

期間（ロの場合にあ

っては一の犯罪被

害について 5 日、ハ

の場合にあっては

一の犯罪被害につ

いて 5 日（看護を要

する配偶者等が 2 人

以上の場合にあっ

ては 10 日）（勤務

日ごとの勤務時間

の時間数が同一で

ない会計年度任用

職員にあっては、そ

の者の勤務時間を

考慮し、総務部長が

別に定める時間）の

範囲内の期間） 
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 部長が定める行為を行

うとき 

ロ 心身の故障により勤

務が著しく困難である

とき 

ハ 犯罪被害を受けた配

偶者等の傷病等に伴う

入院の付添い等を行う

とき 

 

  

   

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

          

附 則 

この訓令は、令和 8 年 6 月 1 日から施行する。 
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